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 ◆◆各種審議会等の開催日程◆◆ ※　保育あり（要事前申込）

問合先内　容ところと　き名　称

経済課産業振興係
（☎０４２−３８７−９８３１）

小口事業資金融資あっせ
んに関する事項について

商工会館２階小会
議室

１月１８日（月）
１０：００〜小口事業資金融資審議会

企画政策課企画政策係
（☎０４２−３８７−９８００）

総合戦略（素案）につい
て

市役所西庁舎２階
第五会議室

１月１８日（月）
１８：００〜

第５回まち・ひと・しごと
創生総合戦略等検討委員会

公民館本館
（☎０４２−３８３−１１８４）公民館事業の審議　ほか公民館本館学習室

Ａ・Ｂ
１月２１日（木）
１０：００〜第３回公民館運営審議会

図書館本館
（☎０４２−３８３−１１３８）

第３次小金井市子ども読
書活動推進計画（案）に
ついて

図書館本館地階集
会室

１月２５日（月）
１０：００〜第５回図書館協議会

子育て支援課子育て支援係
（☎０４２−３８７−９８３６）

利用者負担の在り方等に
ついて

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

１月２５日（月）
１９：００〜子ども・子育て会議（※）

図書館本館
（☎０４２−３８３−１１３８）三者合同会議図書館本館地階集

会室
１月２８日（木）
１０：００〜

社会教育委員の会議
公民館運営審議会
図書館協議会

保育課保育係
（☎０４２−３８７−９８４６）

公立園の現状確認と保護
者が求める事業について

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

１月２８日（木）
１９：３０〜公立保育園運営協議会（※）

土地開発公社事務局
（☎０４２−３８７−９８５１）

平成２８年度土地開発公社
事業計画　ほか

市役所本庁舎３階
第一会議室

２月３日（水）
１０：００〜

第４回土地開発公社評議員
会

環境政策課緑と公園係
（☎０４２−３８７−９８６０）

市の主な緑化施策につい
て

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

２月４日（木）
１４：００〜緑地保全対策審議会

総務課情報公開係
（☎０４２−３８７−９９２６）

個人情報保有等届け出の
報告、諮問について

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

２月４日（木）
１８：００〜

情報公開・個人情報保護審
議会

試
験
区
分
・
職
種　

①
栄
養
士
②

児
童
厚
生
員
③
一
般
事
務
・
身
体

に
障
が
い
の
あ
る
方
対
象

※　

い
ず
れ
も
中
級
職

資
格
等
要
件　

①
昭
和　

年
４
月

５１

２
日
～
平
成
８
年
４
月
１
日
に
生

ま
れ
た
方
で
、
栄
養
士
免
許
を
有

す
る
方
②
昭
和　

年
４
月
２
日
～

５６

平
成
８
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た

方
で
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
定
め
る

要
件
を
満
た
す
方
（
保
育
士
、
幼

稚
園
教
諭
、
学
校
教
諭
等
）
③
昭

和　

年
４
月
２
日
～
平
成
８
年
４

４５
月
１
日
に
生
ま
れ
た
方
で
、
次
の

要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

　

▽
身
体
障
害
者
福
祉
法
第　

条
１５

に
定
め
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交

付
を
受
け
て
い
る
方　

▽
自
力
に

よ
り
通
勤
が
で
き
、
か
つ
介
助
者

な
し
に
職
務
の
遂
行
が
可
能
な
方

▽
通
常
の
勤
務
時
間
（
１
週　

時
３８

間　

分
、
１
日
７
時
間　

分
）
に

４５

４５

対
応
で
き
る
方　

▽
活
字
印
刷
文

（　

ポ
イ
ン
ト
程
度
）
に
よ
る
出

１０
題
お
よ
び
口
述
に
よ
る
面
接
に
対

応
で
き
る
方

※　

国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
。

※　

①
②
は
、
平
成　

年
３
月
末

２８

ま
で
に
資
格
取
得
見
込
の
方
を

含
み
ま
す
。

試
験
日　

２
月
７
日
（
日
）

採
用
予
定
人
数　

①
②
各
１
人
③

若
干
名

採
用
予
定
日　

４
月
１
日
（
金
）

要
項
配
布　

１
月　

日
（
火
）
ま

２６

で
の
午
前
８
時　

分
～
午
後
５
時

３０

（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）
に
職

員
課
（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
）
お

よ
び
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受
付

で
配
布
す
る
ほ
か
、
配
布
期
間
中

に
限
り
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

応
募
受
付　

１
月　

日
～　

日
の

１８

２６

午
前
８
時　

分
～
正
午
、
午
後
１

３０

時
～
５
時
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
）
に
職
員
課
で
。
郵
送
に
よ
る

応
募
（　

日
必
着
）
も
受
け
付
け

２５

ま
す
。

問
合
先　

職
員
課
人
事
研
修
係

（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
☎

１８４

　

儿　

儿
９
８
０
８
）

０４２

３８７

 
勤
務
時
間　

月
曜
～
金
曜
日
の
午

前
８
時　

分
～
午
後
３
時　

分
、

３０

１５

午
前
９
時
～
午
後
３
時　

分
、
午

４５

前
９
時　

分
～
午
後
４
時　

分
の

３０

１５

い
ず
れ
か

報
酬（
月
額
）　　

万
３
千　

円

１４

２００

※　

別
途
通
勤
に
要
す
る
経
費
を

条
件
に
よ
り
支
給
し
ま
す
。

応
募
要
件　
　

歳
定
年
制
の
た

６５

め
、
昭
和　

年
４
月
２
日
以
降
に

２５

生
ま
れ
た
方

※　

国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
。

募
集
人
数　

１
人

面
接
試
験
日　

１
月　

日
（
火
）

２６

採
用
予
定
日　

２
月
１
日
（
月
）

要
項
（
申
込
書
）
配
布
・
応
募
受

付　

１
月　

日
（
月
）
ま
で
の
午

２５

前
８
時　

分
～
正
午
、
午
後
１
時

３０

～
５
時
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
）
に
庶
務
課
（
市
役
所
第
二
庁

舎
７
階
）
で
。
郵
送
に
よ
る
応
募

（　

日
必
着
）も
受
け
付
け
ま
す
。

２５
※　

要
項
は
、
配
布
期
間
中
に
限

り
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
合
先　

庶
務
課
庶
務
係
（
〒　
１８４

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
９
８
７
２
）

 　

市
で
は
、
協
働
の
施
策
な
ど
に

非
常
勤
嘱
託
職
員
募
集

学
校
給
食
調
理
補
助
業
務

市
民
協
働
推
進

委
員
会
委
員
募
集

つ
い
て
協
議
す
る
た
め
、
学
識
経

験
者
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
関
係
者
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
関
係
者
、
公
募

市
民
、
市
職
員
で
構
成
す
る
同
委

員
会
を
新
た
に
設
置
し
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
公
募
に
よ
る
委
員

を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
員　

２
人
（
選
考
）

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
で
、
平
成　

年
１
月　

日
現
在

２８

１５

　

歳
以
上
の
方

１８※　

す
で
に
市
が
設
置
し
て
い
る

附
属
機
関
等
の
委
員
の
方
は
、

原
則
と
し
て
一
つ
ま
で
し
か
他

の
附
属
機
関
の
委
員
を
兼
ね
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
（
臨
時

的
・
時
限
的
に
設
置
さ
れ
る
附

属
機
関
等
は
、
そ
の
他
に
一
つ

に
限
り
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
ま

す
）

※　

市
の
関
係
者
を
除
く
。

任　

期　

委
嘱
の
日
か
ら
２
年
間

（
年
４
回
を
予
定
）

報　

酬　

１
万
円
（
１
回
）

応
募
用
紙
配
布
場
所　

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
文
化
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎

４
階
）
、
図
書
館
本
館
、
公
民
館

各
館
、
東
小
金
井
駅
開
設
記
念
会

館
、
婦
人
会
館
、
上
之
原
会
館
、

前
原
町
西
之
台
会
館
、
桜
町
上
水

会
館
で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

応
募
方
法　

２
月　

日
（
必
着
）

１５

ま
で
に
、
直
接
ま
た
は
郵
送
で
、

小
論
文
（
千　

字
以
内
・
課
題
＝

２００

「
市
民
協
働
の
推
進
に
つ
い
て
」）

と
応
募
用
紙
の
必
要
事
項
を
明
記

し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
文
化
課
へ
。

選
考
方
法　

市
役
所
内
で
設
け
た

選
考
委
員
会
で
、
論
文
に
よ
る
審

査
・
選
考
を
行
い
ま
す
。

選
考
結
果　

応
募
者
全
員
に
選
考

結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
提
出

し
て
い
た
だ
い
た
論
文
は
、
選
考

後
返
却
し
ま
す
。

選
考
基
準　

必
要
な
方
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
文
化
課

文
化
推
進
係
（
〒　

儿
８
５
０
４

１８４

住
所
不
要
☎　

儿　

儿
９
９
２
３
）

０４２

３８７

 　

申
請
後
、
交
付
準
備
が
整
っ
た

方
に
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
通
知

書
と
予
約
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

窓
口
の
混
雑
緩
和
の
た
め
、
予
約

案
内
に
記
載
の
専
用
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
か
ら
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
受

個
人
番
号
カ
ー
ド
の

交
付
が
始
ま
り
ま
す

け
取
る
日
時
を
事
前
予
約
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
一
部
休
日
開
庁

日
と
夜
間
窓
口
で
は
交
付
で
き
ま

せ
ん
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
操
作
に
不

安
が
あ
る
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

交
付
の
際
は
、
暗
証
番
号
を
決

め
た
う
え
で
、
原
則
本
人
が
来
庁

し
て
く
だ
さ
い
。
個
人
番
号
カ
ー

ド
の
顔
写
真
と
来
庁
者
の
照
合
を

行
い
ま
す
。
照
合
が
困
難
な
場

合
、
顔
認
証
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
確

認
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

来
庁
の
際
は
、
必
要
書
類
を
必

ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類　

▽
個
人
番
号
カ
ー
ド

交
付
通
知
書　

▽
通
知
カ
ー
ド
※

▽
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
※
（
交

付
さ
れ
て
い
る
方
）
▽
印
鑑
登
録

証
※
（
機
能
を
移
行
す
る
方
の

み
）　

▽
本
人
確
認
書
類

　

※
印
の
書
類
は
個
人
番
号
カ
ー

ド
の
交
付
の
際
に
回
収
し
ま
す
。

そ
の
他　

▽　

歳
未
満
の
方
へ
の

１５

交
付
は
、
本
人
の
ほ
か
、
法
定
代

理
人
（
両
親
の
い
ず
れ
か
な
ど
）

の
同
伴
が
必
要
で
す
。
▽
病
気
な

ど
の
や
む
を
得
な
い
事
情
で
、
代

理
人
が
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
受
け

取
る
場
合
は
、
交
付
通
知
書
の
委

任
状
欄
の
記
入
の
ほ
か
、
代
理
人

と
申
請
者
の
顔
写
真
付
き
の
本
人

確
認
書
類
お
よ
び
来
庁
が
で
き
な

い
事
由
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要

で
す
。

問
合
先　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
１
２
０
儿

　

儿
０
１
７
８
＝
月
曜
～
金
曜
日

９５午
前
９
時　

分
～
午
後　

時
、
土

３０

１０

曜
・
日
曜
・
祝
日
午
前
９
時　

分
３０

～
午
後
５
時　

分
）
、
市
民
課
市

３０

民
係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
☎

　

儿　

儿
１
０
１
９
、　

儿　

儿

０４２

３１６

０４２

３８７

９
８
３
０
）

平
成　

年
度

２８

市
職
員
募
集

　平成２７年度の可燃ごみ処理に関し
ては、多摩地域の各団体（多摩川衛
生組合、国分寺市、昭島市、西多摩

衛生組合）のご支援により滞りなく処理することができています。施設周辺にお住まいの皆様な
らびに関係者の皆様に心から感謝申し上げます。また、新可燃ごみ処理施設は、平成３１年度中の
稼動をめざして事業が進められています。日野市クリーンセンター周辺にお住まいの皆様をはじ
めとした日野市民の皆様ならびに関係者の皆様に心から感謝申し上げます。市民の皆さんには、
さらなる、ごみの減量および資源化の推進にご理解・ご協力をお願いします。
　本市では、材質が１００％プラスチック製のものは、プラスチックごみとして収集され、市外民間
処理施設にて、法律に基づき、容器包装プラスチックとそれに適合しないものに選別しています。
容器包装プラスチックは、（公財）日本容器包装リサイクル協会に引き渡し、指定処理施設で資
源化処理され、それ以外のプラスチックも、民間処理施設で、ガス化などに資源化処理されてい
ます。プラスチックは、洗って汚れを落とし、水切りをして出してください。汚れが落ちないも
のは、燃やさないごみとして出してください。また、プラスチックごみに電池、ライター、かみ
そり、注射針などは入れないでください。ボタン電池・充電式電池は販売店に、乾電池・ライタ
ーは有害ごみに、かみそりは布や紙に包んで青い有料袋に「キケン」と大きく書いて燃やさない
ごみに出してください。注射針は、病院や自主回収を行う薬局に相談するか、ごみ対策課にお問
い合わせください。分別方法は、ごみ・リサイクルカレンダーのほか、スマートフォン用のごみ
分別アプリで詳しくご案内しています。ダウンロードは無料（通信料は、自己負担）ですので、
ご活用ください。
【１１月分のごみ排出量報告】
　１１月分の燃やすごみ１人１日
当たり排出量は、２７３.８ｇとな
り、目標値（２８１.８ｇ）を８.０ｇ下
回りました。
問合先　ごみ対策課減量推進係
（☎０４２−３８７−９８３５）

1か月の燃やすごみ地区別
1人1日当たりの排出量 （単位：g）

地　　区
火・金地区 266.2 281.8 △15.6

武蔵小金井 東小金井

11月 目標量 増減量

市内全域

273.8 281.8 △8.0

増減量11月 目標量
燃やさない
ごみ

（市内全域） 32.8 34.4 △1.6
目標量 増減量11月

月・水・木・土地区 280.7 281.8 △1.1 やった
減量成功

やった
減量成功

○１７９


